
別紙１

介護保険制度の改正に伴う医療費控除の取扱い

【改正前の取扱い】 【改正後の取扱い】

医療費控除の取扱い 医療費控除の取扱い

　訪問看護

　介護予防訪問看護

　訪問リハビリテーション

　介護予防訪問リハビリテーション

　居宅療養管理指導

　介護予防居宅療養管理指導

　通所リハビリテーション

　介護予防通所リハビリテーション

　短期入所療養介護

　介護予防短期入所療養介護

⑥ 　介護老人保健施設 ⑥ 　介護老人保健施設

⑦ 　介護療養型医療施設 ⑦ 　介護療養型医療施設

　訪問介護（生活援助中心型を除く）

　夜間対応型訪問介護

　介護予防訪問介護

　訪問入浴介護

　介護予防訪問入浴介護

　通所介護

　認知症対応型通所介護

　小規模多機能型居宅介護

　介護予防通所介護

　介護予防認知症対応型通所介護

　介護予防小規模多機能型居宅介護

　短期入所生活介護

　介護予防短期入所生活介護

　介護老人福祉施設

　地域密着型介護老人福祉施設

　認知症対応型共同生活介護

　介護予防認知症対応型共同生活介護

　特定施設入居者生活介護

　地域密着型特定施設入居者生活介護

　介護予防特定施設入居者生活介護

　福祉用具貸与

　介護予防福祉用具貸与

⑬

⑭

⑪

③

④

⑨

医療費控除の対象外

２分の１医療費控除の対象

①～⑤のサービスと併せて利用
する場合のみ医療費控除の対象

　短期入所生活介護

⑩ 　通所介護

⑮

　介護老人福祉施設

　福祉用具貸与

⑫

　認知症対応型共同生活介護

　特定施設入所者生活介護

⑮

サービス種別 サービス種別

⑫

⑬

⑭

⑤

⑧

医療費控除の対象外

２分の１医療費控除の対象

①～⑤のサービスと併せて利用
する場合のみ医療費控除の対象

医療費控除の対象医療費控除の対象

① 　訪問看護

　訪問リハビリテーション

　居宅療養管理指導

　通所リハビリテーション

　短期入所療養介護

②

　訪問介護（生活援助中心型を除く）⑧

⑤

⑪

⑩

⑨　訪問入浴介護

①

②

③

④


